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被控訴人らは，控訴人らの治水に関する主張に対し，必要と思われる範囲で反論

する。

まず，第１において，主に日本学術会議から国士交通省への回答に関する主張を

述べた控訴人ら準備書面（６），同（７）及び同（９）の第３以降に対する反論を行

￣

フ。

次に控訴人らは，控訴人ら準備書面（９）の第１，第２において，控訴理由書

第４部（治水関係）並びに控訴人ら準備書面（１），同（２），同（３），同（４）及

び同（５）における治水に関する主張を整理していることから，第２において，こ

れに対する反論を行う。

最後に，第３において，控訴人ら準備書面（１０），同（１２）に対する反論を行

う。ちなみに，控訴人ら準備書面（１２）は，渡良瀬ﾉ||合流地点より下流区間の利

根川及び江戸川におけるハツ場ダムの洪水調節効果に関する主張であり，上流区間

に位置する群馬県とは全く関係がなく，控訴人らが本訴訟に提出した意図は明らか

でないが，下流に位置する茨城県，千葉県，埼玉県及び東京都にも八シ場ダムの洪

水調節効果があることから，念のため反論することとする。

なお，略語は，従前の例による。

第１控訴人ら準備書面（６），同（７）及び同（９）の第３以降に対する反論

１学術会議の計算技法は未確認の手法との主張について（控訴人ら準備書面

（７）１７～２２頁，同準備書面（９）５４～５８頁）

（１）控訴人らは，平成２３年９月２８日に開催された日本学術会議河川流出モ

デル・基本高水評価検討等分科会の公開説明会(以下｢公開説明会」という。）

の「公開説明（質疑)」資料（乙３６７号証（甲Ｂ１６２号証)）に，「既存の

データを用いて構築した流出モデルやパラメーターの値が，異なる規模の洪

水，特にこれまで経験したことのないような大洪水を信頼性を合わせて予測

することは極めて重要な課題ですが，世界的にも未解決の課題です｡」（乙３

５



６７号証（甲Ｂ１６２号証）１８頁）と記載されていることなどから，日本

学術会議が採用した流出計算手法は学術的に使用可能か否かさえ未確認の技

法であり，計算手法そのものに重大な欠陥がある旨主張している。

被控訴人ら準備書面（２）第２の３（２）力（３３．３４頁）に述べたと

おり，日本学術会議は，「河川流出モデル・基本高水の検証に関する学術的な

評価」の「回答」において，「現行モデルに含まれる問題点を整理し，水収支

に着目した有効降雨モデルに基づく貯留関数の新モデルの開発方法を推奨し

た。次に，新モデル，現行モデルの双方について，分科会自身でプログラム

を確認し，動作をチェックし，基礎方程式，数値計算手法について誤りがな

いことを確認した。さらに,感度分析やシミュレーション結果の整理により，

新モデルの物理的意味合いを検討した。その上で,観測データのない場合や，

計画策定へ適用する場合に必要となるモデルの頑健性をチェックし，さらに

そのような場合に適用したときの不確定性を評価した。これらの評価は，両

モデルのみならず，分科会独自のモデルをも使って実施した。その結果，国

士交通省の新モデルによって計算された八斗島地点における昭和２２年の既

往最大洪水流量の推定値は，２１，１００，３／ｓの－０．２％～＋４．５

％の範囲，２００年超過確率洪水流量は２２，２００，３／Ｓが妥当である

と判断する｡」と結論付けている（乙３５５号証の１の１７頁，乙３５５号証

の２の２０頁)。

また，公開説明会における議事録によると，立川委員（京都大学大学院准

教授）は，「既存のデータを用いて構築した流出モデルやパラメータの値が，

異なる規模の洪水，特にこれまで経験していないような洪水の信頼性をあわ

せて予測するということは，これは極めて重要な課題です。しかし，冒頭に

委員長からもございましたように，データはありません。これは非常に大事

な課題ですが，国際的にも未解決の問題です。

１つの方法として，洪水流出現象をできるだけ物理的な原理のもとに構築
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出した昭和２２年９月洪水の利根川水系八斗島基準地点のピーク流量は適正

なものである。

控訴人らの主張は失当である。

（２）控訴人らは，公開説明会において立川委員が「この資料は国士交通省で，

中規模洪水でｋ，Ｐ（※１）を推定して，それを用いて大洪水を設定したと

き，どのようなピーク流量になるかということを試算された結果です。この

結果を見ますと，中規模洪水で計算したときのｋ，ｐを使うと，少し洪水流

量を過大に評価するという傾向が見えます｡」に３６８号証（甲Ｂ１６３号

証）１６頁）と述べていることなどから，中規模洪水のデータで大規模洪水

の流出計算を行うと値は大きめに出るので，国土交通省の計算でも過大な流

量となっている旨主張している。

※１Ｋ，Ｐとは，貯留関数法における流域に降った雨が川に出てくるまでの現象

を再現するための計算式（貯留関数法は，流域に降った雨（Ｓ）と河)11に流出

する量（Ｑ）との関係を表したものであり，一般にｓ＝ＫＱＰとして表現され

る｡）の定数のことで，流域定数という。なお，新モデルのＫ，Ｐの設定に当

たっては，近年３０年間（昭和５３年～平成１９年）のデータの中から，八斗

島基準地点の流量が比較的大きい洪水（八斗島基準地点の年最大流量の平均値

に相当する３５００，３／秒を上回る１５洪水（以下「流域定数解析洪水」と

いう｡)）を用い（乙３５６号証３頁)，Ｋ，Ｐの解析が可能なデータが存在し，

河道の影響を受けにくい地点でＫ，Ｐの解析を行い（乙３５６号証６頁)，被

控訴人らの準備書面（２）３１頁に述べた３９の小流域ごとにＫ，Ｐの値を設

定している（乙３６９号証７頁)。Ｋ，Ｐは大文字で表記する（ただし，公開

説明会の議事録は，引用のとおりｋ，Ｐと小文字表記のままとしている｡)。

公開説明会における議事録によると，立川委員は，「中規模洪水で計算した

ときのｋ，ｐを使うと，少し洪水流量を過大に評価するという傾向が見えま

す｡」と述べた後，「これについての考察ですが，まず物理的な考察からしま

すと，洪水規模が大きくなるにつれて地表面流が発生するような大洪水の場

８



合は，理論的にはＰの値は大体０．６のあたりに収束していきます。複数洪

水で得られたパラメータをよく見て，このような物理的な考察を踏まえた上

で，最大洪水に適合するパラメータを見たときに，奥利根，烏川，神流川流

域では概ねそのような値になっていますので，こういう考え方は妥当である

と考えております｡」（乙３６８号証（甲Ｂ１６３号証）１６頁）と説明して

いる。

表１のとおり，奥利根，烏川，神流)11流域（地質により吾妻流域は除かれ

る｡）のように最大流量の洪水(上記※１で述べた流域定数解析洪水のうちＫ，

Ｐ等解析地点（Ｋ，Ｐ等の流域定数の解析が可能な表１の矢木沢ダムなどの

１１地点）において最大流量となる洪水）により設定されたＰ（表１の定数

Ｐ（最大洪水)）は，中規模程度の洪水（流域定数解析洪水のうちＫ，Ｐ等解

析地点において最大流量の半分程度の流量となる洪水）により設定されたＰ

（表１の定数Ｐ（今回試算)）より「０６」に近づいている。

表１最大流量の洪水及び中規模程度の洪水（今回試算）で定めたＫ，Ｐ一覧表

(出典：日本学術会議第９回分科会資料補足資料（乙３７０号証５頁)）

定数Ｋ

(最大洪水）

定数Ｐ

(最大洪水）

定数Ｋ
(今回試算）

定数Ｐ
(今回試算）

K等解析地点

Ⅱ7.587
116.252

矢木沢ダム

奈良俣ダム

相侯ダム

薗原ダム

奥和綴平均値

四万｣'１ダム

岩島(吾妻川）

吾妻平均値
上里見(烏川）

安中(稚氷111）

霧積ダム
道平川ダム

烏平均値

|万場(神流川）
|神流平均値

０５１２
－

０．６５６

０５２８１ 2．５７８

0.656 6．２５２

1０５９１ 0．６５５ 1３３５９ 0．４３９１

０５３０1３．４８７ 1５６１４ 0.407

9４８０ ０－５９２ 9４５１ ０５０４

４１．１５７ ０．２９６ 1２８００ ０７７７

2９．３２１ 0.30同 １６７６０

１４.フ８０

２９．５１９

0５０５

３５．２３９ Ｏ－３ＵＯ 0－６４１

2９．５１９ 0．４２８ 0．４２８

1０．７６５ 0．６８０ 4３９０５ ０２１１

1６．６８６ 0．６０１ 3７．２６５ ０４３２

1７．５２５ 0．５８０ 1３７６２ 0．２２９

1８．６２３１０－５７２１

29976104761
29.9761０－４７６１

３１１１３ ０－３２５

3２７６７ 0．４２７

3２．７６７ ０－４２７

(注）表中の最大洪水が最大流量の洪水，今回試算が中規模程度の洪水

９

K等解析地点
定数Ｋ

(最大洪水）

定数Ｐ

(最大洪水）

定数Ｋ

(今回試算〉

定数Ｐ

(今回試算）

矢木沢ダム 7.587 ０５２８ 2.578 ０５１２

奈良俣ダム 6.252 O廟6５６ 6.252 ０．６５６

相侯ダム 1０５９１ 0.655 1３．３５９ 0.439

薗原ダム 13.487 0.530 5.614 ０．４０７

麹調I鵜平鈎値 9.480 0－５９２ ､４５１ 0鯵５０４

四万川ダム ４１．１５７ ０．２９６ 2.800 ０．７７７

岩島(吾妻川） 29.321 ０．３０５ ６７６０ ０．５０５

害毒平鈎摘 3５．２３９ Ｏ－３ＵＯ Ｉ.７８０ 0．６４１

上里見(烏川） 2９．５１９ 0.428 9．５１９ 0．４２８

安中(碓氷川） 1０．７６５ 0.680 3.905 ０．２１１

霧籍ダム 1６．６８６ 0.601 7.265 ０．４３２

道平川ﾀﾞム 1７．５２５ ０．５８０ 3．７６２ ０２２９

烏平均値 1８．６２３ ０－５７２ ３ ､１１３ 0－３２５

万場(軸流川） 2９．９７６ 0.476 2．７６７ ０．４２７

神流平均値 2９．９７６ ０－４７６ ３２．７６７ 0．４２７



また，日本学術会議は，「河)||流出モデル・基本高水の検証に関する学術的

な評価」における「新モデルを用いた洪水再現計算におけるｋ，ｐの感度分

析」の「まとめ」において，「昭和５３年から平成１９年の１５洪水を用いて

得たパラメータ値を，その同定に用いなかった昭和３３年洪水，昭和３４年

洪水に適用した場合の再現結果はよく，対象洪水期間の中で最大流量となる

場合のｋ，ｐを設定するという国士交通省の考え方は妥当なものと考えられ

る｡」に３５５号証の２の１３３頁）と述べている。

国土交通省が日本学術会議の第８回河川流出モデル・基本高水評価検討等

分科会（以下同分科会を「分科会」という。）に提出した資料１１の別添資料

１１－１に３６９号証７頁）のとおり，上記の中規模程度の洪水により設

定されたＫ，Ｐではなく，日本学術会議が妥当とした最大流量の洪水により

設定されたＫ，Ｐを用いて，昭和２２年９月洪水のピーク流量を２万１１０

０，３／秒と算出し，さらに，上記第１の１（１）（５～８頁）に述べたと

おり，日本学術会議において東大の分布型モデルや京大の分布型モデルなど

複数のモデルでの計算結果などからも２万１１００，３／秒は妥当と確認さ

れていることから，昭和２２年９月洪水のピーク流量２万１１００，３／秒

は過大な流量などとはいえないのである。

控訴人らの主張は失当である。

飽和雨量の変化による「保水カー流域貯留量」（森林の保水力）の上昇の主張

ついて（控訴人ら準備書面（７）２２～２７頁，同準備書面（９）２８頁）

２

について

（１）控訴人らは，昭和３３年洪水から平成１０年洪水までの約４０年間に，飽

和雨量（降った雨が地面に浸透せずに全て流れ出す時点の降り始めからの雨

量の合計値（累加雨量)。以下「Rsa」という。なお，飽和雨量に達していな

い場合であっても，降った雨が全て地面に浸透するわけではなく，一定の割

合（この割合を一次流出率（以下「ｆｌ」という｡）という。これに対し，最

終流出率と控訴人らが呼んでいるのは，一定期間降雨が継続した最終状態の
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流出率のようである｡）は流れ出す｡）の値は３２ｍｍから１２５ｍｍまで上

昇し，現在では２００ｍｍにもなっているから，飽和雨量（Rsa）の上昇は，

ピーク流量の低減に直結する流域の貯留能力を大きく上昇させる重大な要因

である旨主張している。

公開説明会における議事録によると，立川委員は，「新モデルはRsaが現行

モデルよりも大きいのに,どうして同じようなピーク流量が計算されるのか」

（乙３６８号証（甲Ｂ第１６３号証）１１頁）という質問に対し，「回答河

川流出モデル・基本高水の検証に関する学術的な評価一公開説明（質疑）－」

のグラフ（乙３６７号証７頁）を用い，「この図は昭和３３年洪水に対する観

測流量を青線で示しています。横軸に時間をとっておりまして，縦軸に流量

をとっています。現行モデルで計算した結果は，このように赤の線になって

います。それから，新モデルで計算した結果は緑の線となっています。ピー

ク流量を見ますと，現行モデル，新モデルとも，おおむね観測流量をよく説

明しているということがわかります。ただ，この図を見ていただきますと，

この赤線の現行モデルの計算結果は，観測流量と新モデルによる計算流量を

覆うような形になっていまして，現行モデルによる計算流量は非常にボリュ

－ムが大きいということが見てとれると思います。

回答でございますが,現行モデルはピーク流量を再現はしているのですが，

観測流量，新モデルによる計算結果よりも総流量が大きいということがわか

ります｡」（乙３６８号証（甲Ｂ第１６３号証）１１．１２頁）と述べている。

つまり，現行モデルの飽和雨量（全流域４８ｍｍ）より新モデルの飽和雨

量（被控訴人ら準備書面（２）第２の２（２）の表６（２８頁)）のとおり，

中流域ごとに１３０ｍｍ，１５０ｍｍ，２００ｍｍ，－（飽和しない)）が大

きいことから，控訴人らが述べる「保水カー流域貯留量」というものは現行

モデルより新モデルが大きくなって，流出する総流量は現行モデルより新モ

デルの方が小さくなると解釈できるが，ピーク流量は，降雨量が飽和雨量を

一
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大きく上回る場合の洪水においては，現行モデルと新モデルでほとんど変わ

らないということである。

控訴人らの主張は失当である。

）控訴人らは，飽和雨量は降雨を森林土壌に貯留する能力を示す値であるた

め，これが増えれば森林の保水力（流域貯留量）が増大し，控訴人らが計算

した森林の保水力が，現在では昭和５５年の工事実施基本計画時より約５倍

に増大しているから，河道への流出が抑えられ，ピーク流量が低減する旨主

張している。

貯留関数法における飽和雨量は，公開説明会において，小池委員長が「貯

留関数法で使われている「飽和雨量」が大きくなるか小さくなるかというの

は，洪水というイベントがある前に，どれだけ流域が乾燥していたか，ある

いはずっと長雨が続いて湿っていたかということに依存します｡」（乙３６８

号証（甲Ｂ１６３号証）１３頁）と述べているとおり，流域が乾燥状態で降

雨があれば地中への浸透量が増加するなどして飽和雨量が大きくなり，一方，

湿潤状態で降雨があれば地中への浸透量が減少するなどして飽和雨量が小さ

くなるといった流域の乾湿状況により変化する数値であり，洪水ごとに違っ

た数値になるものである。

なお，観測史上最大流量である昭和２２年９月のカスリーン台風洪水にお

いては，飽和雨量を求めるために必要な雨量・流量観測データがないことか

ら，現行モデルの飽和雨量においては，被控訴人ら準備書面（２）第２の２

（１）（２６．２７頁）に述べたとおり，昭和３３年９月洪水及び昭和３４年

８月洪水の再現計算で用いた値の平均値と推定される数値を飽和雨量と設定

し，新モデルの飽和雨量においては,被控訴人ら準備書面（２）第２の２（２）

（２７．２８頁）に述べたとおり，近年３０年間（昭和５３年～平成１９年）

のデータの中から，八斗島基準地点の流量が比較的大きい洪水（八斗島基準

地点の年最大流量の平均値に相当する３５００，３／秒を上回る１５洪水）

(２）
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を用い，浸透力の高い第四紀火山岩地帯の分布等を考慮して，奥利根流域，

吾妻川流域，烏)I|流域及び神流｣||流域の４つの中流域ごとに平均的な飽和雨

量を設定している。飽和雨量の設定は適正なのである。

また，降雨のある流域の土地利用は，利根)||水系の八斗島基準地点より上

流域も当然そうであるように，一般的に森林だけでなく，農地，市街地，道

路など多岐にわたっている。そのため，貯留関数法における飽和雨量は降雨

を森林土壌に貯留する能力を示す値だけであるかのような控訴人らの主張

は，誤ったものである。

なお，被控訴人ら準備書面（２）第２の３（２）エ（３２．３３頁）に述

べたことから明らかなとおり，森林の保水力については，昭和２２年のカス

リーン台風以降の今日までの経年変化において，大洪水時のピーク流量を大

きく低減させるほどの変化が現れていない。

関准教授によるカスリーン台風洪水の再現計算結果について（控訴人ら準備３

書面（６）６．７頁及び２９～４３頁，同準備書面（７）２８～４１頁，同準

備書面（９）６１～７０頁）

（１）控訴人らは，関良基拓殖大学准教授（以下「関」という。）に，新モデルを

ベースにして，谷委員（京都大学大学院教授）と窪田委員（大学共同利用機

関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所准教授）が提唱した奥利根流

域と烏川流域の控訴人らが呼ぶ最終流出率を「０７」とする流出モデルに

基づくカスリーン台風洪水の再現計算を依頼した結果，八斗島基準地点のピ

ーク流量が１万６６００，３／秒となった旨主張している。

谷委員と窪田委員は，日本学術会議第９回分科会の資料２において，「出水

例の多い総降雨量が２００ｍｍ程度以下では，観測降雨と有効降雨（※２）

の比が流出率０．７くらいで妥当であるが，２００ｍｍを飽和雨量と見て，

それより総降雨量が大きい場合は，流出率１にするのが安全側でもあり適切

であると考えられる。なお，第４紀火山岩は有効雨量が小さく飽和雨量に到
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達しないと見ることができ，中古生層は，総降雨量２００ｍｍ以下でも５０

ｍｍ程度の初期損失を差し引いた後は，流出率１で計算することが安全であ

ろう。」に３７１号証（甲Ｂ１５５号証）１３．１４頁）としている。

※２有効降雨とは，降雨のうち樹幹遮断や地中保留等により直接流出しない分を

除いた直接流出する分をいう。

公開説明会においても，谷委員は，「私の解説資料でも，降雨規模の大きい

ほうは，物理的に申しますと１に近づくと考えています。その１に近づいて

いく降雨を飽和雨量といいますか，その値がそれぞれ地質で変わってくるわ

けです｡」に３６８号証（甲Ｂ１６３号証）３９頁）と説明している。

関が実施した流出計算のパラメータ（甲Ｂ１４６号証１４頁）を見ると，

奥利根流域と烏)11流域の一次流出率（ｆｌ）を新モデルと同じくそれぞれ

「０．４」と「０．６」としたままで，奥利根流域と烏)||流域の控訴人らが

呼ぶ最終流出率を新モデルの「１．０」から「０．７」に変更している。

しかし，上記したとおり，谷委員と窪田委員は，「観測降雨と有効降雨の比

が流出率０．７くらいで妥当である」（乙３７１号証（甲Ｂ１５５号証）１３

頁）と述べているのは，流出率を一次流出率と控訴人らが呼ぶ最終流出率と

に分けずに観測降雨と有効降雨を全体で見た場合の値であって，奥利根流域

と烏川流域の控訴人らが呼ぶ最終流出率が「０．７」であるなどとは述べて

おらず，奥利根流域と烏川流域の一次流出率が「０．４」，「０．６」という

のは控訴人らが呼ぶ最終流出率を「１．０」とした場合の値である。関が実

施したという流出計算は，窓意的に流出率を変更しているもので誤ったもの

である。

そのため，関が新モデルをベースにして，再現計算を行ったカスリーン台

風洪水における八斗島基準地点の基本高水のピーク流量が１万６６００，３

1４



／秒であるという結果は，誤りである。

（２）控訴人らは，公開説明会での原告弁護団からの質問に対する立川委員の「回

答といたしましては，有効降雨のパラメーターの設定にはかなり幅があると

いうことです｡」（乙３６８号証（甲Ｂ１６３号証）１２頁）との回答をもと

に，Ｋ，Ｐといったパラメータを決め直さずに控訴人らが呼ぶ最終流出率を

「１．０」から「０．７」に変更した関の流出計算モデルを日本学術会議は

容認していると一方的に解釈し，当該モデルは中規模洪水の再現計算でも適

合したとして，カスリーン台風洪水における八斗島基準地点のピーク流量は

１万６６００，３／秒台にとどまる旨主張している。

公開説明会の議事録によると，「質問者５（関の意見に賛同する参加者と推

定される｡)」からの「谷・窪田先生の論考にヒントを得まして，新モデルに

基づきまして，神流Ⅱ|以外で最終流出率を０．７として計算をいたしました。

そうしましたら，１万６，０００トン台になったんですが，私は素人ですけれ

ども，分科会の議論の中では，谷先生や窪田先生のご指摘のように，飽和雨

量を設けないで最終流出率を０．７ぐらいにするのが実態に合っているのでは

ないかと思いますけれども,その計算をやりましたら１万６，０００トン台に

なったんですが，いかがでしょうか｡」（乙３６８号証（甲Ｂ１６３号証）３

４．３５頁）との質問に対し，小池委員長は，「有効降雨モデルが違うモデル

を今お使いになっていますので，それでパラメータを決め直さないと合わな

いと思われます｡」（乙３６８号証（甲Ｂ１６３号証）３９頁）と述べ，谷委

員は，「《質問者５》さんが言われるように，飽和雨量の決め方が変わってき

たとしますと，それはそれで，ｋやｐの値も同じ値を使うのではなく，飽和

雨量の変化に対応して観測のある出水であらためて決めるようにしなけれ

ば,大規模出水の予測ができないということと思います｡」（乙３６８号証（甲

Ｂ１６３号証）４０頁）などと述べている。

つまり，控訴人らが呼ぶ最終流出率を「１．０」から「０．７」に変更す
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るのであれば，それに応じた飽和雨量に設定し直すとともに，観測データの

ある洪水からＫ，Ｐといったパラメータも決め直さなければならないにもか

かわらず，関の流出計算モデルは，新モデルの控訴人らが呼ぶ最終流出率を

「１．０」から「０．７」に変更しただけで，飽和雨量も決め直さず，さら

にＫ，Ｐといったパラメータまでも表１で示した定数Ｋ（最大洪水)，定数Ｐ

（最大洪水）の数値としたままで決め直しておらず，誤りであるということ

を指摘している。

（３）被控訴人らが平成２４年１０月１８日付けで提出した上申書の２に述べた

とおり，関に対する証人尋問が東京都訴訟における第２回口頭弁論期日に行

われ，被控訴人ら（東京都）代理人からの「｢係数」の「Ｋ」「Ｐ」というの

が幾ら見てもさっぱり分からないんですが，これは何を意味しているんでし

ょうか｡」との質問に対し，関は「これも私も分かりません。これは大きな問

題でして，貯留関数法の根底に関わる問題なんですけれども，このＫとＰと

いうパラメータが果たして正しいかどうか・・・。」と回答している（乙３７

２号証３０頁)。このように関は，Ｋ，Ｐといったパラメータが正しいかどう

かも分かっておらず，モデルの意味も理解しているとは言えず，単なる数字

遊びをしただけと言わざるを得ない。

なお，関は，日本学術会議第４回分科会の参考人ヒアリングで自ら「私は

森林政策学（林政学）が専門で，流出解析の専門家ではありません」（乙３７

３号証２頁）と述べているとおり，流出計算モデルの専門家ではないことを

自ら認めている。

以上のことから，関の流出計算モデルは科学的な根拠がない誤ったもので

あり，この誤ったモデルから計算されたカスリーン台風洪水における八斗島

基準地点の基本高水のピーク流量を１万６６００，３／秒とする控訴人らの

主張も当然誤りである。

）なお，公開説明会において，田中丸委員（神戸大学大学院教授）は，基本(４）

1６



高水の定義を「まず基本高水の定義です。「河川工学」という室田先生らの教

科書から抜粋したものですが，河川の基準点を通過する洪水で，全く貯留施

設による調整を受けず，自然状態のまま流下する（あるいは，流下するもの

とする）洪水を基本高水といい，これを治水計画の基本とする。

￣方，計画高水というのがありますが，これは貯留調整された後，現実に

その地点を通過する洪水を計画高水といい，河道設計はこの計画高水流量に

よって行う。これは人間がつくった－つの約束事ということになります。

分科会は，基本高水の定義に沿って，昭和２２年洪水の推定流量を『全く

貯留施設による調節を受けず，自然のまま流下するものとする洪水｣，これは

氾濫による貯留も含みます」（乙３６８号証（甲Ｂ１６３号証）１９頁）と述

べている。この基本高水のピーク流量の定義は，カスリーン台風と同規模程

度の降雨があった場合において，八斗島基準地点より上流にダム等の洪水調

節施設が存在しないという条件で，八斗島基準地点を通過すると推計される

計算上の流量という定義と異なるものではない。

控訴人らの主張するカスリーン台風洪水における八斗島基準地点の基本高

水のピーク流量１万６６００，３／秒という計算値は，八斗島より上流域の

利根)'|本川及び流入する各支)'|で氾濫があったことを踏まえた上での八斗島

基準地点の利根川河道内を通過していった実績最大流量（推定値）である，

万７０００，３／秒と同程度の流量であり，八斗島基準地点より上流での氾

濫による流量が含まれておらず，氾濫による貯留も含むという基本高水の定

義を踏まえたピーク流量としては過小なもので，誤りである。

控訴人らの主張は失当である。

日本学術会議の「河道域の拡大と河道貯留」と大熊意見書等について（控訴

ら準備書面（６）８～２２頁・４３～５３頁，同準備書面（７）７～１７頁，

準備書面（９）７～９．３２～５４頁，控訴理由書１０３～１１３頁）

）控訴人らは，国士交通省の新モデルによって計算されたカスリーン台風時

４

人ら準備書面（（

同準備書面（９）

（１）控訴人らは，
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における八斗島基準地点の基本高水のピーク流量２万１１００，３／秒と，

八斗島基準地点の利根)||河道内を通過していった実績流量の最大流量と推定

される１万７０００，３／秒の差約４０００，３／秒は，元東京都職員嶋津

暉之が作成したハイドログラフ（控訴人ら準備書面（６）１０頁の図）など

によると，八斗島基準地点上流における総氾濫量で７０００万～９０００万

ｍ３となるが，このような大氾濫はあり得ないから，４０００，３／秒の氾

濫はあり得ず，２万１１００，３／秒は過大である旨主張している。

しかし，控訴人らは，国土交通省の新モデルによるピーク流量２万１１０

０，３／秒のハイドログラフではなく，ピーク流量が２万２１７０，３／秒

となる出所不明のハイドログラフを用いていること（控訴人ら準備書面（６）

１０頁の図)，氾濫量の計算過程も不明であることなどから，その氾濫量の計

算結果は妥当なものではなく，また，本準備書面第１の４（３）（１７～１９

頁）に後述するように，八斗島上流域にも未曾有の大氾濫があったとの報告

がなされていることから，控訴人らの主張は失当である。

）控訴人らは，日本学術会議の「河道域の拡大と河道貯留」も烏川下流部右（２）控訴人らは，日本学術会議の「河道域の拡大と河道貯留」も烏川下流部右

岸の￣事例で約６００，３／秒減ずるにとどまっており，カスリーン台風時

における八斗島地点のピーク流量が４０００～５０００，３／秒（国士交通

省の新モデルによって計算されたカスリーン台風における八斗島基準地点の

ピーク流量２万１１００，３／秒と，八斗島基準地点の利根｣,,河道内を通過

していった実績流量の最大流量と推定される１万７０００，３／秒の差約４

０００，３／秒のこと）も減る合理的な事実を示すことができないことから，

カスリーン台風における八斗島基準地点の基本高水のピーク流量２万，，Ｏ

Ｏｍ３／秒は，利根川の基本高水のピーク流量として相応しい確実性が認め

られない旨主張している。

公開説明会における議事録によると，小池委員長の「河道域の拡大と河道

貯留の効果を見てみました。これは，雨量から計算して推定される洪水流量
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が２万１，０００㎡／ｓとか２万２，０００㎡／ｓとなるのに対して，当時流

れたであろう洪水流量が１万７，０００㎡／ｓであるのか，このギャップを

考えるためでございます。一部の河道で河道域の拡大と河道貯留の検討をい

たしましたところ，そこのピーク流量が低下するのに加えて，時間遅れも生

じ,その結果,ほかの川と合流した後の八斗島のピーク流量も低減しました｡」

（乙３６８号証（甲Ｂ１６３号証）７．８頁）との説明などに対し，「質問者

５」は，「分科会では河道貯留で説明できる可能性があるという程度の説明に

終わっていると思いますが，この理解でよろしいでしょうか。そうすると，

計算流量の２万１，０００トンという数字は，事実面からは全く裏づけがな

されていないという理解となりますが，それでよろしいでしょうか｡」に３

６８号証（甲Ｂ１６３号証）３４頁）と質問し，小池委員長は「新しいモデ

ルでも，それから，私どもが持っております東京大学とか京都大学のモデル

でも同じような値が出た。物理的に算定した結果も同じような値が出たとい

うことから，そういう論理をもって，この２万１，０００というものが正し

いということを結論づけたということでございます。ですから，それが全く

意味づけられていないわけではなくて，そういうものに対してギャップを引

き起こすようなものはどんなメカニズムがあるかを検討し，そのメカニズム

の存在を確認したということが，私どもがやったことでございます｡」（乙３

６８号証（甲Ｂ１６３号証）３６頁）と回答している。

つまり，日本学術会議は，カスリーン台風における八斗島上流域の氾濫量

について，正確なデータがないため議論は不可能と判断し，「河道域の拡大と

河道貯留」によって，実測の洪水のピーク流量が計算のそれより低下すると

いうメカニズムがあることを解明した上で，上記第１の１（１）（５～８頁）

にも述べたとおり，日本学術会議の委員が所有する東大の分布型モデルや京

大の分布型モデルなど複数のモデルで計算しても同じような値が算出された

ことから，国士交通省の新モデルによって計算された八斗島基準地点におけ
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るカスリーン台風のピーク流量の推定値２万１１００，３／秒は正しいと結

論付けているものである。

以上のことから，カスリーン台風における八斗島基準地点のピーク流量２

万１１００，３／秒は，利根川の基本高水のピーク流量の妥当性を検討する

ための観測史上最大流量として相応しいものであり,控訴人らの主張は失当

である。

（３）控訴人らは，大熊孝新潟大学名誉教授（以下「大熊」という｡）の意見書（甲

Ｂ１６１号証）をもとに，国士交通省が日本学術会議の第９回分科会におい

て補足資料４として提出した「昭和２２年９月洪水の氾濫量の推定につい

て」（甲Ｂ１５８号証）と題する報告書は，国士交通省が考えがたい杜撰な作

業を行い洪水が山へ登るかのような報告を行っているもので，国士交通省が

展開するような大氾濫は考えがたく，昭和２２年９月の洪水の八斗島上流域

の氾濫は，利根)I|と烏川の合流点付近及びその周辺地域での氾濫にすぎず

（控訴人らはこれらの氾濫量の合計を１２１９万ｍ３と計算している｡)，カ

スリーン台風時における八斗島基準地点のピーク流量２万１１００，３／秒

は，昭和２２年当時これを１万７０００，３／秒に低下させるほどの上流で

の氾濫はなかったから，過大に推算されている旨主張している。

原審における被控訴人ら準備書面（２１）第１の１（４）（５頁）に述べた

とおり，大熊は，水戸地裁における証人尋問において，利根)||本川の破堤に

よる氾濫（外水氾濫）の他に士石流による被害や内水氾濫が多くあったと証

言している（大熊証人調書乙第２７６号証１５．１６頁)。

平成２２年１月に公表された内閣府の中央防災会議「災害教訓の継承に関

する専門調査会」の「１９４７カスリーン台風報告書」には；カスリーン台

風での士石流の状況が記載されており，例えば，利根川支川赤城川において

は，「瞬間，山崩れかと思ってみると，奥の方の山は至る所山崩れ，それが谷

間一面大沼となり，盛り上がって荒れ狂う濁流の上を大石，大木が地響きを
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立てて押してくる。その地響きに続いて前の山，裏の山と次々に崩れて奔流

と激突して数十間も跳ね上がり村一面に襲いかかった｡」（乙３７４号証１１

頁）と述べられ，同じく利根)||水系沼尾)||においては，「沼尾川は増水をして

きたため，辻久保部落付近では，堤防が危険と感じ，警防団の出動を行い待

機していた。正午ごろには，やや減水したため，警防団は一時解散して引き

上げたが，降雨はこのころより一層激しくなり，午後３時ごろ山鳴りと同時

に前入沢が抜け，約２０分後に本流が抜け，土砂，軽石，立木が濁流ととも

に大土石流となり，さらに３０分後に中入沢が抜け出し本流の濁流の上を３

丈（１０ｍ）ほども高い波状で流れ込んだ｡」に３７４号証１２頁）と述べ

られている。いずれの場合も「谷間一面大沼となり」とか「やや減水した」

との記載からわかるとおり，山崩れ，土砂崩れにより河道閉塞が起こり，そ

こに流水が貯留され，最終的には土石流として流下したものと考えられる。

また，同上の「１９４７カスリーン台風報告書」には，カスリーン台風の浸

水区域図が掲載されているに３７４号証９頁の図１－４）が，これを見る

と，八斗島上流域の利根)||本川・支)||沿いに相当な浸水があり，大熊の証言

のとおり，外水氾濫の他に内水氾濫が多かったことも想定される。

また，カスリーン台風直後の昭和２２年９月２５日現在までの水害状況を

記録した群馬県作成の「昭和２２年９月大水害の実相」には，今次水害の概

要として，「今般県下を襲った豪雨は忽ちにして，各地に大洪水を起し，河川｜

の氾濫，堤防，道路，橋梁の流出決壊が随所に起り，殊に山間や丘陵地帯で

は大規模なる崩壊を来して山津波となり，山林，田畑，部落，市街の別なく

地上のあらゆるものに対して徹底的に自然の猛威を暹ましうして，その被害

は殆ど全県下に及んだのであるが，殊に赤城山の周辺勢多郡及び利根郡の一

部を始め，その下流に当る前橋，桐生，伊勢崎及び佐波，新田，山田，邑楽

の各郡市は未だ嘗て前例を見ない大水害を蒙ったのであって実に千載の痛恨

事とする所である。今回の災害については，余りにもこれが甚大であるだけ
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に未だ完全な調査のできない所もあり，今後更に被害が増加するものと想像

されるが現在迄の調査によると貴き人命を失われた者６２６名，行方不明８

６名，重傷４０４名，軽傷９５８名で家屋の流出，埋没，倒壊２３５１戸，

半壊２２１５戸，浸水は床上２万９７４５戸，床下３万９６１０戸に及んで

おり，この罹災者だけでも７万３９２１戸，約３７万人に達し県下全人口の

２４２％に相当し，この外に山林，耕地その他の罹災者を加えれば更に多

数に上がる見込みである。道路，橋梁，河川，堤防等の被害は殆ど随所に起

り計上し得るものだけでも県工事３０９５件，内道路１４２６，橋梁３８５，

河川１１８３，砂防１０１で他に市町村工事２０３７を数え，合計５１３１

件の多きに上がっている。山林，田畑等の被害についても尚調査困難である

が，現在林野は流出及び新生崩壊地４０００町歩（約４０km2）桑園を含む

田畑の流出，埋没１万０３１８町歩（約１０２km2)，同冠水３万町歩（約

２９８km2）で被害は県下総反別の４０％に及び内稲は全作付面積の５３％，

陸稲は５０％，甘藷４６％に豆って冠水乃至流出，埋没の被害を受けたので，

その減収高も少なからぬものがある。尚用排水その他，農業土木工事の被害

が随所にあり，現在までの調査では道路３１万５００３間（５７４km)，水路

１７万８３２６問（３２４km)，護岸１６万９０５８間（３０７km)，橋梁２

７５８，井堰１８６０，溜池１６３に上がる」と記録されている（乙３７５

号証１頁)。

さらに，「報道写真集カスリーン台風」（乙３７６号証３２～３５頁)や｢カ

スリーン台風から５０年忘れられぬあの日」に３７７号証８．９．１２．

１３．１８～２０．２２～２５．３３～３８頁)，上記の「昭和２２年９月大

水害の実相｣（乙３７５号証写真２～写真４．写真６．写真７）の写真等でも，

昭和２２年のカスリーン台風によって八斗島上流域の利根｣||本支ﾉ11で大氾濫

があったことが記録されている。

以上のことから，八斗島上流域の氾濫量については，正確なデータは残っ
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ていないが’八斗島上流域の利根)'|本支川で大氾濫があったことは明らかで

あって，氾濫は利根)''と烏川の合流点付近及びその周辺地域だけでその氾濫

量は１２１９万ｍ３にすぎないという控訴人らの主張は＿方的な推定に過ぎ

ないものであり，国土交通省が計算したカスリーン台風時における八斗島基

準地点の基本高水のピーク流量２万１１００，３／秒は過大であるとの控訴

人らの主張は失当である。

第２

１

控訴人ら準備書面（９）第１，第２などに対する反論

カスリーン台風時の実績流量１万７０００，３／秒が過大であるとの主張に

ついて（控訴人ら準備書面（９）５～７．２６．４３～４６頁，控訴理由書９

８～１０３頁）

控訴人らは，カスリーン台風時の人斗島基準地点における実績流量１万７Ｏ

ＯＯｍ３／秒は，昭和２４年策定の利根)||改修改訂計画という治水計画上の目

標値であって，実績流量としては過大であり，安芸皎一東京大学教授の昭和２

５年の群馬県の「カスリン鼬風の研究」や富永正義元内務相技官の昭和４７年

の雑誌「河川」における記載などから，実績流量の推定値は１万５０００，３

／秒程度が妥当である旨主張している。

原審における被控訴人ら準備書面（２）の１８（１）（１７．１８頁)，同（９）

の第２の２（６）（１０．１１頁）等に述べたとおり，カスリーン台風時の実績

流量は，八斗島基準点上流の３地点（上福島（利根)||)，岩鼻（烏川)，若泉（神

流川))での既往洪水の資料や昭和２２年９月の洪水の流量観測結果等を基に算

出されたものであるが,控訴人らの言う推定値１万５０００㎡／秒というのは，

昭和２４年策定の「利根川改修改訂計画」の検討過程において，推定されたい

くつかの数値の一つである。この数値は，その後，河川断面積の取り方，観測

値の精査等の検討を行った結果，１万６８５０㎡／秒とされ，その結果を基に

１万７０００，３／秒とされている（乙２７５号証の１の３～７頁)。
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控訴人らの主張は失当である。

２カスリーン台風の再来で２万２０００，３／秒の大洪水が来襲するとの広報

について（控訴人ら準備書面（９）１５～１７．２６頁，控訴理由書１２８．

１２９頁，控訴人らの準備書面（１）６～８頁）

控訴人らは，関東地方整備局が利根川水系浸水想定区域図（乙１９８号証の

２参考文献⑭）の作成にあたって，カスリーン台風が再来した場合の八斗島基

準地点のピーク流量を１万６７５０，３／秒と算出しているにもかかわらず，

利根)||ダム統合管理事務所(関東地方整備局の出先機関）のホームページでは，

「昭和２２年関東地方に大きな災害をもたらしたカスリーン台風と同じ降雨が

あった場合，洪水（想定される洪水）が発生した場合，利根川．八斗島地点（河

口より１８５ｋｍ）では２２，０００㎡／Ｓが流れると予想されます｡」と嘘の

広報をしている旨主張している。

１万６７５０，３／秒は，被控訴人ら準備書面（２）の第１の２（５）（１

９頁）に述べたとおり，平成１７年時点の河道の整備状況とダム等の既設洪水

調節施設の状況等を前提にして，カスリーン台風と同規模の大雨が降った場合

に，上流部において氾濫が発生することを前提にして計算された八斗島基準地

点の利根川河道内を流下する流量である。

￣方，２万２０００，３／秒は，被控訴人ら準備書面（２）第１の２（３）

（１６．１７頁）に述べた，上記第１の３（４）（１６．１７頁）に述べた「全

く貯留施設による調節を受けず，自然のまま流下するものとする洪水。これに

は氾濫による貯留も含む」と流量，すなわち，八斗島上流域の洪水調節施設で

の調節（氾濫を含む）がないとした条件でカスリーン台風と同規模の大雨が降

った場合の計算流量であって，これを計画上の流量として，当該流量を基に河

道と洪水調節施設との分担量を設定しているものである。

つまり，１万６７５０，３／秒は，八斗島上流域の既設洪水調節施設での調

節と氾濫があることを前提にした流量であるのに対し，２万２０００，３／秒
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は八斗島上流域の洪水調節施設での調節（氾濫を含む）がないことを前提にし

た流量であり，控訴人らは，基本高水の定義や算出された流量の前提条件の違

いを理解しておらず，混同しているだけである。

３基本高水のピーク流量を１万７０００，３／秒から２万２０００，３／秒に

増加させた際の説明について（控訴人ら準備書面（９）９～１５．１９～２２

・２４～２８頁，控訴理由書７５～７７．８６～９６頁，控訴人ら準備書面

（２）５～２１頁，同準備書面（３）９～１７．２７～３１頁）

控訴人らは，昭和５５年策定の「工事実施基本計画」において基本高水のピ

ーク流量を「利根川改修改訂計画」の１万７０００，３／秒から２万２０００

，３／秒に増加させた際の関東地方整備局の説明が，原審の審理中に「昭和２

２年のカスリーン台風以降，利根川上流域の各支川は災害復|日工事や改修工事

により河川の洪水流下能力が徐々に増大し，従来上流で氾濫していた洪水が河

道により多く流入しやすくなり，下流での氾濫の危険性が高まったこと，また，

都市化による流域の開発が上流の中小都市にまで及び，洪水流出量を増大させ

ることになったことなど，改修改訂計画から３０年が経過して利根川を取り巻

く情勢は一変したため，これに対応した治水対策とするべく，昭和５５年に利

根川水系工事実施基本計画を改定し，基本高水のピーク流量を変更した｡」（乙

１９８号証の１（甲７８号証の１）の４頁）という説明から，「現況（昭和５５

年時点）の河道等の状況で，計画降雨を与えた場合に八斗島地点でのピーク流

量が毎秒２万２０００㎡になると説明をしているものではなく，カスリーン台

風以降，昭和５５年までの状況変化を踏まえたうえで，昭和５５年時点での河

」||整備に対する社会的要請や今後想定される将来的な河川整備の状況等も含め

た検討を行い，将来的な計画値として基本高水のピーク流量を毎秒２万２００

０㎡と定めた｡」（乙２７８号証の１（甲Ｂ９０号証）の１２頁）という説明に

変わったことなどから，関東地方整備局は，ピーク流量を増やす理由をカスリ

ーン台風の上流での氾濫からカスリーン台風以降の状況変化に説明を変えるな
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ど，その場その場で場当たり的な対応を行っている旨主張している。

「乙２７８号証の１」の「カスリーン台風以降，昭和５５年までの状況変化」

を具体的に説明したものが，「乙１９８号証の１」による説明の「昭和２２年の

カスリーン台風以降，利根川上流域の各支)||は災害復|日工事や改修工事により

河川の洪水流下能力が徐々に増大し，従来上流で氾濫していた洪水が河道によ

り多く流入しやすくなり，下流での氾濫の危険性が高まったこと，また，都市

化による流域の開発が上流の中小都市にまで及び，洪水流出量を増大させるこ

とになったことなど，改修改訂計画から３０年が経過して利根jllを取り巻く情

勢は一変した」であることから，説明内容に変更はなく，関東地方整備局は一

貫した説明を行っている。

なお，昭和２４年に策定された「利根ハ|改修改訂計画」の基本高水のピーク

流量１万７０００，３／秒は，貯留関数法が開発される前（貯留関数法は昭和

３０年代に開発された｡）に推算された流量であり（乙１９８号証の１の６頁)，

八斗島上流域での氾濫があることを前提としているが，昭和５５年に策定され

た「工事実施基本計画」の基本高水のピーク流量２万２０００，３／秒は，貯

留関数法で算出された流量で上記第２の２（２４．２５頁）に述べた八斗島上

流域の洪水調節施設での調節（氾濫を含む）がないことを前提とした流量であ

り，現在でも，基本高水のピーク流量は２万２０００，３／秒で変更はない。

控訴人らの主張は，基本高水のピーク流量の意味を理解しておらず，失当で

ある。

４森林の保水力について（控訴人ら準備書面（９）２８頁）

上記第１の２（１０～１３頁）に述べたとおりである。

５さいたま地裁の調査嘱託に対する関東地方整備局の回答について（控訴人ら

準備書面（９）２８～３０頁，控訴理由書１２９～１３１頁，控訴人ら準備書

面（５）１３～１８頁）

控訴人らは,｢利根川水系工事実施基本計画の基本高水流量の計算に使用され
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た利根川八斗島上流域の前提条件」についてのさいたま地裁からの調査嘱託に

対し，関東地方整備局河)||部河川計画課長（平成２０年１月当時）が，飽和雨

量（Rsa）等に関して虚偽の回答をしたことから，関がカスリーン台風洪水にお

ける八斗島基準地点のピーク流量の流出計算をしたところ，２万２０００，３

／秒の再現計算ができなかった旨主張している。

控訴人らは，当時の関東地方整備局河川部河川計画課長を虚偽の回答をした

として，さいたま地方検察庁に同課長を告発しているので，被控訴人らがこの

件について反論する立場にはないが,「利根川水系工事実施基本計画の基本高水

流量の計算に使用された利根川八斗島上流域の前提条件」を含む現行モデルに

ついては，被控訴人ら準備書面（２）第２の３（１）イ（３１．３２頁）に述

べたとおり，日本学術会議の分科会が独自に検証を行い，基礎方程式及び数値

計算手法において誤りがないことを確認し（乙３５５号証の１の９頁，乙３５

５号証の２の１０頁)，また，分科会が現行モデルで行ったカスリーン台風洪水

の再現計算結果は２万２１０１，３／秒となり，国土交通省が示した２万２０

７９，３／秒とほぼ一致する結果となっている（乙３５５号証の２の１６５．

１６６頁)。

関の行った再現計算なるものの内容は全く不明であり，被控訴人らが論証す

る立場にはない。

６基本高水の計算の前提条件である河道断面について(控訴人ら準備書面（９）

３０頁，控訴理由書１２９～１３３頁，控訴人ら準備書面（１）１２～２４頁，

同準備書面（３）１０．１５頁）

控訴人らは，上記のさいたま地裁の調査嘱託に対する関東地方整備局の回答

には，基本高水のピーク流量を算出するための前提である八斗島上流域の利根

川本支)11の河道条件として，「計画堤防高」との表示で昭和５５年時点の堤防高

より１～５ｍ高い河道断面が表記されていたが，控訴人らの現地調査では「計

画堤防」は存在しないこと，東京新聞の取材によると河道の改修計画ではなく
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「計算上の仮設計」であること，群馬県に対する情報公開請求により群馬県管

理河｣||には八斗島基準地点で２万２０００，３／秒の計画に対応する改修計画

等は存在しないことが明らかになったことから，関東地方整備局の回答は不誠

実である旨主張している。

関東地方整備局の回答は，上記第１の３（４）（１６．１７頁）に述べた基本

高水のピーク流量の定義に沿って，八斗島上流域の洪水調節施設での調節（氾

濫を含む）がないという前提で洪水が河道内を流下できるよう，「計画堤防高」

として昭和５５年当時より高い堤防高の河道断面を示したものであって，その

河道断面で流量計算を行った結果が２万２０００，３／秒である。

被控訴人ら準備書面（２）第１の２（３）（１６．１７頁）に述べたとおり，

昭和５５年に策定された「利根)11水系工事実施基本計画」では，この２万２Ｏ

ＯＯｍ３／秒を八斗島基準地点における基本高水のピーク流量と位置づけ，こ

のうち，河道分担量を１万６０００，３／秒とし，残りの６０００㎡／秒を

ダム等の洪水調節施設により調節する計画とした。また，被控訴人ら準備書面

（２）第１の２（４）（１７．１８頁）に述べたとおり，平成１８年２月に策定

された「利根ﾉ||水系河)11整備基本方針」では，引き続き２万２０００，３／秒

を八斗島基準地点における基本高水のピーク流量とし，河道分担量を１万６５

００，３／秒，洪水調節施設により調節を５５００，３／秒に変更した計画に

している。

なお，例えば仮に’八斗島上流域にダム等の洪水調節施設が存在しないとし，

群馬県管理河)''をも含む八斗島上流域の河川において八斗島基準地点の利根),，

の何道内で２万２０００，３／秒を流下させるための改修計画を作成するとす

れば’八斗島基準地点より下流の利根川と江戸｣||の河道内で２万２０００，３

／秒を流下させるための改修計画を作成し，下流から整備を行わなければなら

ないが，しかし，そのような整備があり得ないことは明らかであり，八斗島上

流域の群馬県管理河)''をも含む利根｣I,本支j,,において，八斗島基準地点の利根
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川の河道内で２万２０００，３／秒を流下させるための改修計画が存在しない

ことは何ら不自然なものではない。

被控訴人ら準備書面（２）第１の１（４）（１３頁）に述べたとおり，利根川

の治水は，堤防強化等の河道整備，本支川上流域でのダム群の整備，中流域で

の調節池の整備，下流域での放水路や排水機場の整備など，それぞれの地域で

役割分担をし，水系全体として徐々に治水安全度の向上が図られるように，治

水計画が作成され，整備が進められているのである（乙２７５号証の１の２８

頁)。

控訴人らが，関東地方整備局の回答にある「計画堤防高」との表示を「堤防

工事のための堤防高」と考えているのであれば，上記に述べた基本高水の意味

や利根川の治水計画等を理解していないことからくる誤解でしかない。

７「２万２０００トンありき」の検討一馬淵大臣の謝罪という主張について（控

訴人ら準備書面（９）３０．３１頁，同準備書面（４）５～１３頁，同準備書

面（５）６～９頁）

控訴人らは，平成２２年１１月５日の馬淵国土交通大臣（当時）の記者会見

における「平成１７年度（平成１８年２月）に現行の利根川水系河)||整備基本

方針を策定した際の基本高水のピーク流量については,結果から見れば,「２２，

０００トンありき」の検討を行ったということであり，所管する大臣としてお

詫びを申し上げます｡」（乙３７８号証１枚目）との発言や，昭和５５年の「利

根)||水系工事実施基本計画」策定時の河川審議会の審議において，建設省（現

国士交通省）は，カスリーン台風洪水について「上流部に大きな氾濫があった」

との虚偽報告（控訴人らの主張）を行って，２万２０００，３／秒の審査を通

過させたことなどを踏まえると，昭和５５年から「２２，０００トンありき」

であったことが確認された旨主張している。

馬淵国士交通大臣は同日の記者会見において，「私は改めて，従来の流出計算

モデルにとらわれることなく，定数の設定，あるいはゼロベースにおけるモデ
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ルの検証を行って基本高水について検証するよう河川局（現水管理・国士保全

局）に指示をいたしました｡」（乙３７８号証１枚目）と発言し，国士交通省は，

この発言等を踏まえ，被控訴人ら準備書面（２）第２（２５～３４頁）に述べ

たとおり，基本高水のピーク流量の検証を行うとともに，日本学術会議に当該

検証の評価を依頼し，日本学術会議は，「国士交通省の新モデルによって計算さ

れた八斗島基準地点における昭和２２年の既往最大洪水流量の推定値は，２１，

１００，３／ｓの－０．２％～＋４．５％の範囲，２００年超過確率洪水流量

は２２，２００，３／ｓが妥当であると判断する｡」と結論付けている（乙３

５５号証の１の１７頁，乙３５５号証の２の２０頁)。

そして，被控訴人ら準備書面（２）第２の４（３４頁）に述べたとおり，国

土交通省は，日本学術会議の結論を受け，平成２３年９月５日に社会資本整備

審議会河川分科会を開催し，同分科会において，基本高水のピーク流量２万２

０００，３／秒は変更なしと結論付けられた（乙３７９号証２３．２４頁)。

以上のとおり，改めて検証しても八斗島基準地点の基本高水のピーク流量２

万２０００，３／秒に変更はなかったのである。

なお，控訴人らは，昭和５５年の「利根川水系工事実施基本計画」策定時の

河川審議会の審議において，建設省（現国士交通省）は，カスリーン台風洪水

について「上流部に大きな氾濫があった」との虚偽報告をした旨主張している

が，上記第１の４（３）（２０～２３頁）に述べたとおり，外水氾濫に加え内水

氾濫も大きく，八斗島上流部に大きな氾濫があったことは明らかであり，控訴

人らの主張は失当である。

８利根川の整備状況と現況の流下能力について（控訴人ら準備書面（９）１８

頁，控訴理由書１２４～１２６頁）

控訴人らは，平成１８年２月策定の「利根)||水系河川整備基本方針」の「基

本高水等に関する資料」に，「堤防高は概ね確保されており，既に橋梁，樋管等

多くの構造物も完成している」に３８０号証（甲Ｂ第８４号証）２４頁)，「直
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轄区間の堤防が全川の約９５％にわたって概成（完成，暫定）している」（乙３

８０号証（甲Ｂ第８４号証）２９頁）などとの記載があることや，関東地方整

,備局作成の資料「利根川の整備状況（容量評価)」（乙３８１号証（甲Ｂ第４９

号証)）に，利根川河口から８５ｋｍまでの堤防内（控訴人らは堤防内と記載し

ているが，堤防内は民地側になるので，何道内が適切である｡）の容量の整備率

が８８４％，８５～１８６ｋｍまでのそれが９９％などとの報告があること，

八斗島基準地点より下流部の堤防の余裕高が２．０ｍとされていることなどか

ら，八斗島基準地点より下流においては，「利根川水系河川整備基本方針」の計

画高水流量（河道を流れる計画流量）１万６５００，３／秒規模の洪水であれ

ばほぼ溢れない程度の整備がなされている旨主張している。

被控訴人ら準備書面（２）第３の２（１）ア（イ）（３９頁）に述べたとおり，

関東地方整備局は，「八シ場ダム建設事業の検証に係る検討］において，利根)'｜

現況流下能力図（図１）を公表し，被控訴人ら準備書面（２）第１の２（５）（１

９頁）に述べたとおり，八斗島基準地点より下流の川俣地点付近では現況の流

下能力が１万４０００，３／秒程度しかないなど，利根川には，広瀬)||等合流

点付近から河口まで，計画高水流量を流下させる能力がないことが明らかとな

っている。

図１利根川現況流下能力図

(出典：八ツ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書（乙３４６号証４－１５頁)）
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凡例

一一一一一計画高水流量

現況満下能力（ＨＷＬ廓価）
利根川上遼H20河週
利根川下遼H2I河過
江戸川Ｈ22河週

なお,「利根川水系何)''整備基本方針」の「基本高水等に関する資料」には，

「河道計画は以下の理由（｢直轄区間の堤防が全川の約９５％にわたって概成(完

成，暫定）していること」や，「計画高水位を上げることは，破堤時における被

害を増大させることになるため，沿川の市街地の張り付き状況を考慮すると避

けるべきであること」などの理由）により現況の河道法線を重視し，現況河床

高を踏まえた縦断計画とする。また，流下能力が不足する区間については，河

川環境等に配慮しながら必要な河積（洪水を安全に流下させるための断面）を

確保する｡」に３８０号証（甲Ｂ第８４号証）２４頁）とも記載されており，

堤防は概ね完成しているが，流下能力が不足する区間があることから，何積を

確保する計画とする旨述べられている。

関東地方整備局作成の資料「利根川の整備状況（容量評価)」（乙３８１号証

（甲Ｂ第４９号証)）は，あくまでもダム．調節池と河道の容量（単位：百万ｍ

3）を評価したもので，流量（単位：ｍ３／秒）を評価したものではなく，上

記したたとおり川俣地点付近では現況の流下能力が１万４０００，３／秒程度

しかないことからも明らかなとおり，八斗島基準地点より下流において計画高

水流量１万６５００，３／秒が安全に流下するということを示したものではな

い。

堤防の余裕高については，財団法人国士技術研究センター編「改訂解説．河

川管理施設等構造令」に「堤防は計画高水流量以下の流水を越流させないよう

設けるべきものであり，洪水時の風浪，うねり，跳水等による一時的な水位上

昇に対し，堤防の高さにしかるべき余裕をとる必要がある。また，堤防には，

3２



その他洪水時の巡視や水防活動を実施する場合の安全の確保，流木等流下物へ

の対応等種々の要素をカバーするためにもしかるべき余裕の高さが必要であ

る。令（河川管理施設等構造令）第２０条第１項の規定は，それらの余裕（以

下「余裕高」という｡）を計画高水位に加算すべき高さとして規定したものであ

る。したがって当該値は堤防の構造上必要とされる高さの余裕であり，計画上

の余裕は含まないものである｡」に３８２号証１１６頁）と記載されており，

利根川の堤防の余裕高２．０ｍは同構造令上最小限確保されなければならい高

さである（乙３８２号証４．１１５頁）ことから，洪水時には必要不可欠なも
のである。

いずれにせよ，控訴人らの主張は失当である。

第３控訴人ら準備書面（１０），同（１２）などに対する反論

’八シ場ダムの治水効果が下流に行くほど減衰するという主張について（控訴

人ら準備書面（１２）３～１７頁）

（１）控訴人らは，関東地方整備局が開示した資料（ハツ場ダムがある場合，な

い場合それぞれについて’八斗島基準地点のピーク流量が１万７０００，３

／秒となるように昭和２２年９月洪水～平成１０年９月洪水までの代表８洪

水の雨量を引き伸ばし（昭和２２年９月洪水については，流量が２万，，０

０，３／秒のため引き縮め）た際の利根),,及び江戸｣,,を流下するピーク流量

を計算したもの）などをもとに，ハツ場ダムの利根川における洪水調節効果

量は，渡良瀬川合流点より上流では６９０～１６３０，３／秒あるものの，

３調節池（稲戸井．菅生．田中調節池。茨城県取手市付近）より下流では８

０～１４０，３／秒に落ち込むなど，下流に行くほど治水効果が減衰するこ

となどから，利根川の中流部の埼玉県及び下流部の茨城県，東京都，千葉県

にとって，ハツ場ダムは意味を持たない治水施設である旨主張している。

まず，この控訴人らの主張は，渡良瀬),,合流点より下流の利根川及び江戸
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川に関するもので上流の群馬県には関係ない主張であるが，念のため反論す
ることとする。

利根川は，渡良瀬ﾉ１１下流で江戸川と分派して流量が減少することや，多く

の支川が合流すること，上記の３調節池があることなどから，下流に行くほ

ど治水効果が減衰することは当然のことであるが，下流部での８０～１４０

，３／秒という洪水調節効果は,利根)||上流部における築堤等の河道整備では

発揮できない効果であり，ダムという洪水調節施設であるからこそ発揮でき
るものである。

上記第２の６（２９頁）に述べたとおり，利根川の治水対策は，堤防強化

等の河道整備，本支川上流域でのダム群の整備，中流域での調節池の整備，

下流域での放水路や排水機場の整備など，それぞれの地域で役割分担をし，

水系全体として徐々に治水安全度の向上が図られてきており，ハツ場ダムも

その一環をなすものである（乙２７５号証の１の２８頁)。被控訴人ら準備書

面（２）第１の２（６）（２０頁）に述べたとおり，利根川上流域の面積の約

４分の１を占める吾妻川流域には洪水調節機能を有する大規模なダムがな

く，八シ場ダムがその機能を果たすこととなっており（乙１９８号証の１の

１０．１１頁)，ハツ場ダムは必要不可欠な施設なのである。

また，控訴人らが述べるとおり，利根川の破堤対策として，茨城県や千葉

県の上流に位置する埼玉県内においては首都圏氾濫区域堤防強化対策（利根

川上中流部及び江戸川の右岸の堤防拡幅による堤防強化対策）が実施中であ

るが，茨城県や千葉県では当該事業の予定がない（茨城県で唯一実施される

利根川右岸に位置する五霞町を除く。）ことから，ハツ場ダムによって洪水時

の流量を低減させることは，茨城県や千葉県におはる利根川の破堤対策とし

ての観点からも重要なことである。

さらに，八シ場ダムは利根)||下流や江戸)||まで洪水時の流量を低減させ水

位を下げることができるため，利根川下流や江戸川の拾Ill地域における内水
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